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⽤語の説明

• 申⽴⼈ : 本サービスを利⽤して、対象紛争に関するオンライン調停の申⽴てを⾏い、⼜は⾏った⽅をいいます。

• 相⼿⽅ : 対象紛争の当事者であって、申⽴⼈が本サービスを利⽤したオンライン調停の相⼿⽅と指定した⽅をい
います。

• 当事者 : 申⽴⼈および相⼿⽅の総称です。

• 本サービス : 弊社が運営するオンライン調停プラットフォームサービス「wakai」をいいます。

• 本規則︓オンライン調停プラットフォームサービス「Wakai」⼿続運⽤規則をいいます。

• 本⼿続 : 対象紛争に関するオンライン調停⼿続きをいいます。

• 対象紛争︓本規則第1条第2項各号に定める紛争をいい、⺠事に関する紛争、婚姻関係の維持⼜は解消等
に関する紛争が含まれます。

• オンライン・メディエーター（調停委員） : 中⽴・公平な⽴場から紛争を解決する進⾏役をいいます。



申⽴⼈ 新規ユーザー登録の⽅法

下記の⼿順に従い、ユーザー登録を⾏います。

ご利⽤になるメールアドレスとパスワードを⼊⼒し、新規登録ボタンを
タップします。

ユーザー仮登録の完了画⾯が表⽰され、登録したメールアドレス宛
に確認メールが送信されます。

②.メールアドレスの新規登録

確認メールを確認し、メール本⽂にある「メールアドレス認証」のリンク
をタップします。

①.メールアドレスの新規登録 ③.本登録完了



申⽴⼈ ログインの⽅法

下記の⼿順に従い、Wakai for 離婚へログインを⾏います。

ご利⽤になるメールアドレスとパスワードを⼊⼒し、ログイン
ボタンをタップします。

ご登録のメールアドレス宛に、認証コードメールが送信され
ます。

②.認証コードの⼊⼒

認証メールに記載の認証コード（6桁）を⼊⼒します。

①.ログインの⽅法 ③.利⽤規約の確認（初回のみ）

利⽤規約等をご確認いただき、ご了承いただけまし
たら「同意してオンライン調停を開始する」ボタンをタッ
プします。

④.ポータル画⾯の表⽰

ポータルメニュー画⾯が表⽰された、無事にログイン
が完了です。



申⽴⼈ 本⼈確認

下記の⼿順に従い、本⼈確認を⾏います。本⼈確認には、⾝分証明書と顔認証による確認が必要となります。

ステータスが「事前準備 本⼈確認」状態であることを確
認し、本⼈確認をタップします。

②.本⼈確認情報の登録①.ポータル画⾯の表⽰ ③.QRコードをスマホでスキャン

本⼈認証を⾏うため、画⾯に表⽰されたQRコードを
お⼿持ちのスマートフォンでスキャンします。

④.LIQUID eKYCによる本⼈認証

運転免許証もしくはマイナンバーカード（個⼈番号
カード）と顔写真による本⼈認証を⾏います。画⾯
に表⽰される指⽰に従い、本⼈認証を⾏います。

⼊⼒フォームに必要情報を登録します。登録後、「本⼈
確認をおこなう」ボタンをタップします。

②.本⼈確認情報の登録

本⼈確認が完了すると、ステータスが「事前準備 申⽴書
登録」に移ります。



申⽴⼈ 申⽴書作成 申⽴内容の登録①

下記の⼿順に従い、オンライン調停を始めるために必要な「申⽴内容」を登録します。

ステータスが「事前準備 申⽴書登録」状態であることを
確認し、申⽴書登録をタップします。

②.申⽴内容の確認①.ポータル画⾯の表⽰ ③.申⽴⼈情報の登録

申⽴⼈の情報を登録し、「変更を保存する」をタップ
します。

申⽴内容の確認画⾯に遷移します。申⽴内容を登録を
する場合は、該当箇所 をタップします。

④.申⽴内容の登録結果確認

変更が完了すると、申⽴内容の確認画⾯に変更した結
果が反映されます。



申⽴⼈ 申⽴書作成 申⽴内容の登録②

下記の⼿順に従い、オンライン調停を始めるために必要な「申⽴内容」を登録します。

⑥.対象となる⼦の情報の登録⑤.相⼿⽅情報の登録 ⑦.申⽴ての趣旨の登録

申⽴ての趣旨を登録します。全部で８つの趣旨に
関して登録を⾏います。

対象となる⼦が存在する場合は、⼦の情報を登録します。

⑧.申⽴ての理由の登録

相⼿⽅の情報を登録し、「変更を保存する」をタップ
します。メールアドレスはログインIDとして利⽤します
ので、必ず有効なメールアドレスを登録してください。

申⽴ての理由を登録します。全部で13の理由に関
して登録を⾏います。



申⽴⼈ 申⽴書作成 申⽴内容の登録③

下記の⼿順に従い、オンライン調停を始めるために必要な「申⽴内容」を登録します。

⑩.申⽴書の提出⑨.同居・別居の時期の登録

申⽴て内容を再確認し、婚姻関係の注意事項を確認し
た後、「提出する」ボタンをタップします。これにより、申⽴
書の提出は完了となります。

同居・別居鵜の時期についての情報を登録します。

⑪.申⽴書の審査

申⽴書を提出しても、すぐにはステータスは変更になりま
せん。申⽴書の内容に不備がないかを、DDRのカスタ
マーサクセス（CS）が確認するまでお待ちいただきます。

⑫.申⽴書の審査

申⽴が正常に受理されるとメールに通知が送信されます。
また、ポータルメニュー上のステータスも「相⼿⽅確認」に
遷移したことがわかります。



相⼿⽅ 新規ユーザー登録の⽅法

申⽴書の審査が完了すると、申⽴書に登録された相⼿⽅のメールアドレス宛に申⽴が⾏われたという趣旨のメールが送信されます。
相⼿⽅は、下記の⼿順に従い、ユーザー登録を⾏います。

ご利⽤になるメールアドレスとパスワードを⼊⼒し、新規登録ボタンを
タップします。※申⽴⼈が登録したメールアドレスと同⼀のメールアド
レスを利⽤して頂きます。

ユーザー仮登録の完了画⾯が表⽰され、登録したメールアドレス宛
に確認メールが送信されます。

②.メールアドレスの新規登録

確認メールを確認し、メール本⽂にある「メールアドレス認証」のリンク
をタップします。

①.メールアドレスの新規登録 ③.本登録完了



相⼿⽅ ログインの⽅法

下記の⼿順に従い、Wakai for 離婚へログインを⾏います。

ご利⽤になるメールアドレスとパスワードを⼊⼒し、ログイン
ボタンをタップします。

ご登録のメールアドレス宛に、認証コードメールが送信され
ます。

②.認証コードの⼊⼒

認証メールに記載の認証コード（6桁）を⼊⼒します。

①.ログインの⽅法 ③.利⽤規約の確認（初回のみ）

利⽤規約等をご確認いただき、ご了承いただけまし
たら「同意してオンライン調停を開始する」ボタンをタッ
プします。

④.ポータル画⾯の表⽰

ポータルメニュー画⾯が表⽰された、無事にログイン
が完了です。



相⼿⽅ 本⼈確認

下記の⼿順に従い、本⼈確認を⾏います。本⼈確認には、⾝分証明書と顔認証による確認が必要となります。

ステータスが「事前準備 本⼈確認」状態であることを確
認し、本⼈確認をタップします。

②.本⼈確認情報の登録①.ポータル画⾯の表⽰ ③.QRコードをスマホでスキャン

本⼈認証を⾏うため、画⾯に表⽰されたQRコードを
お⼿持ちのスマートフォンでスキャンします。

④.LIQUID eKYCによる本⼈認証

運転免許証もしくはマイナンバーカード（個⼈番号
カード）と顔写真による本⼈認証を⾏います。画⾯
に表⽰される指⽰に従い、本⼈認証を⾏います。

⼊⼒フォームに必要情報を登録します。登録後、「本⼈
確認をおこなう」ボタンをタップします。

②.本⼈確認情報の登録

本⼈確認が完了すると、ステータスが「事前準備 申⽴書
登録」に移ります。



申⽴⼈ 申⽴⼿数料の⽀払

相⼿⽅が申⽴内容に関して応諾した場合、申⽴⼿数料の⽀払いを⾏います。

ステータスが「事前準備 申⽴⼿数料」状態であることを
確認し、申⽴書⼿数料⽀払をタップします。

②.申⽴⼿数料の⽀払①.ポータル画⾯の表⽰ ③.クレジットカード決済

クレジットカード決済ページへ遷移します。クレジット
カード情報を⼊⼒し、「⽀払う」をタップします

申⽴⼿数料の⽀払⽅法を選択し、「お⽀払いを確定す
る」をタップします

④.申⽴⼿数料⽀払完了の結果確認

決済が完了すと、完了画⾯が表⽰されます。



申⽴⼈ 事情説明登録（夫婦関係調整）

申⽴⼿数料の⽀払完了後、下記の⼿順に従い、事情説明の登録を⾏います。

ステータスが「事前準備 事情説明登録」状態であること
を確認し、事情説明登録をタップします。

②.事情説明書の確認①.ポータル画⾯の表⽰ ③.夫婦関係調整の登録

夫婦関係調整の情報を登録し、「登録する」をタップします。事情については、申⽴時に登録した内
容に応じて変動します。

事情説明の確認画⾯に遷移します。事情説明書を登
録をする場合は、該当箇所 をタップします。



申⽴⼈ 事情説明登録（進⾏に関する照会回答書）

申⽴⼿数料の⽀払完了後、下記の⼿順に従い、事情説明の登録を⾏います。

④.進⾏に関する照会回答書の登録

進⾏に関する照会情報を登録し、「登録する」をタップします。

⑤.事情説明書の提出

事情説明内容を再確認し、「提出する」ボタンをタップしま
す。これにより、事情説明の提出は完了となります。

⑥.事情説明書の相⼿⽅作成

事情説明書を提出しても、すぐにはステータスは変更にな
りません。相⼿⽅も同じく事情説明書を登録するまでお
待ちいただきます。



相⼿⽅ 事情説明登録（夫婦関係調整）

下記の⼿順に従い、事情説明の登録を⾏います。

ステータスが「事前準備 事情説明登録」状態であること
を確認し、事情説明登録をタップします。

②.事情説明書の確認①.ポータル画⾯の表⽰ ③.夫婦関係調整の登録

夫婦関係調整の情報を登録し、「登録する」をタップします。事情については、申⽴時に登録した内
容に応じて変動します。

事情説明の確認画⾯に遷移します。事情説明書を登
録をする場合は、該当箇所 をタップします。



相⼿⽅ 事情説明登録（進⾏に関する照会回答書）

下記の⼿順に従い、事情説明の登録を⾏います。

⑤.事情説明書の提出

事情説明内容を再確認し、「提出する」ボタンをタップしま
す。これにより、事情説明の提出は完了となります。

⑥.メディエーターからの連絡待ち

事情説明登録が完了すると、ステータスが「事前準備 メ
ディエーター紹介」に移ります。メディエーターからのオンライ
ン調停の連絡を待ちます。



申⽴⼈ 担当メディエーターの確認

下記の⼿順に従い、担当メディエーターの確認を⾏います。

ステータスが「事前準備 メディエーター紹介」が「完了」状
態であることを確認し、メディエーター紹介をタップします。

②.担当メディエーターの確認①.ポータル画⾯の表⽰

担当メディエーターの情報を確認します。



相⼿⽅ 担当メディエーターの確認

下記の⼿順に従い、担当メディエーターの確認を⾏います。

ステータスが「事前準備 メディエーター紹介」が「完了」状
態であることを確認し、メディエーター紹介をタップします。

②.担当メディエーターの確認①.ポータル画⾯の表⽰

担当メディエーターの情報を確認します。



相⼿⽅ 争点整理 争点と条件の確認

下記の⼿順に従い、申⽴⼈の希望を確認の上、希望条件の⼊⼒を⾏います。

ステータスが「事前準備 争点の整理」状態であることを確
認し、争点の整理をタップします。

②.争点と条件の登録①.ポータル画⾯の表⽰

申⽴⼈の希望を確認しながら、希望を⼊⼒します。

③.争点の提出

争点内容を再確認し、「提出する」ボタンをタップします。
これにより、争点の提出は完了となります。



申⽴⼈ 争点整理 争点と条件の確認

下記の⼿順に従い、相⼿⽅の希望を確認の上、申⽴⼈との希望条件の⼀致、不⼀致の確認が⾏えます。

ステータスが「事前準備 争点の整理」が「完了」状態であ
ることを確認し、争点の整理をタップします。

②.争点と条件の確認①.ポータル画⾯の表⽰

相⼿⽅と申⽴⼈の希望の⼀致・不⼀致の確認をします。



申⽴⼈ 書類登録

下記の⼿順に従い、調停を円滑に進めるにあたり必要となる書類を登録する。

ステータスが「事前準備 書類登録」状態であることを確
認し、書類登録をタップします。

②.書類の登録①.ポータル画⾯の表⽰

書類をアップロードします。書類の種類は、申⽴内容や争
点によって変動します。また、メディエーターから別途連絡
があり準備が必要になることもあります。

③.書類の提出

「提出する」ボタンをタップします。これにより、書類の提出は完
了となります。



相⼿⽅ 書類登録

下記の⼿順に従い、調停を円滑に進めるにあたり必要となる書類を登録する。

ステータスが「事前準備 書類登録」状態であることを確
認し、書類登録をタップします。

②.書類の登録①.ポータル画⾯の表⽰

書類をアップロードします。書類の種類は、申⽴内容や争
点によって変動します。また、メディエーターから別途連絡
があり準備が必要になることもあります。

③.書類の提出

「提出する」ボタンをタップします。これにより、書類の提出は完
了となります。



申⽴⼈ 調停 期⽇調整

下記の⼿順に従い、メディエーターから提⽰された調停の候補⽇に対して回答を⾏います。

ステータスが「期⽇調整」状態であることを確認し、期⽇
調整をタップします。

②.争点と条件の確認①.ポータル画⾯の表⽰

候補⽇に対して、〇︓可、✖︓不可を選択して「希望⽇
時を登録する」をタップします。



相⼿⽅ 調停 期⽇調整

下記の⼿順に従い、メディエーターから提⽰された調停の候補⽇に対して回答を⾏います。

ステータスが「期⽇調整」状態であることを確認し、期⽇
調整をタップします。

②.争点と条件の確認①.ポータル画⾯の表⽰

候補⽇に対して、〇︓可、✖︓不可を選択して「希望⽇
時を登録する」をタップします。申⽴⼈の予定を確認しな
がら回答ができます。



申⽴⼈ 調停実施

下記の⼿順に従い、メディエーターにて決定した調停の実施⽇と当⽇の議題について確認を⾏います。

ステータスが「調停実施」状態であることを確認し、調停
実施タップします。

②.調停の事前確認①.ポータル画⾯の表⽰

オンライン調停の⽇時や議題について事前に確認が⾏え
ます。

③.調停の実施

画⾯上にzoom会議のリンクが表⽰されます。リンクをタッ
プすることでオンライン調停に参加することができます。



相⼿⽅ 調停実施

下記の⼿順に従い、メディエーターにて決定した調停の実施⽇と当⽇の議題について確認を⾏います。

ステータスが「調停実施」状態であることを確認し、調停
実施タップします。

②.調停の事前確認①.ポータル画⾯の表⽰

オンライン調停の⽇時や議題について事前に確認が⾏え
ます。

③.調停の実施

画⾯上にzoom会議のリンクが表⽰されます。リンクをタッ
プすることでオンライン調停に参加することができます。



申⽴⼈ 調停実施結果の確認

下記の⼿順に従い、メディエーターにて決定した調停の実施⽇と当⽇の議題について確認を⾏います。

ステータスが「調停実施結果確認」が「完了」状態である
ことを確認し、調停実施結果確認をタップします。

②.調停実施結果の確認①.ポータル画⾯の表⽰

調停実施結果の議事録を確認することができます。



相⼿⽅ 調停実施結果の確認

下記の⼿順に従い、メディエーターにて決定した調停の実施⽇と当⽇の議題について確認を⾏います。

ステータスが「調停実施結果確認」が「完了」状態である
ことを確認し、調停実施結果確認をタップします。

②.調停実施結果の確認①.ポータル画⾯の表⽰

調停実施結果の議事録を確認することができます。



申⽴⼈ オンライン調停 調停実施⼿数料の⽀払

調停が実施された場合、調停実施⼿数料の⽀払いを⾏います。

ステータスが「調停実施⼿数料」状態であることを確認し、
調停実施⼿数料をタップします。

②.調停実施⼿数料の⽀払①.ポータル画⾯の表⽰ ③.クレジットカード決済

クレジットカード決済ページへ遷移します。クレジット
カード情報を⼊⼒し、「⽀払う」をタップします

申⽴⼿数料の⽀払⽅法を選択し、「お⽀払いを確定す
る」をタップします

④.調停実施⼿数料⽀払完了の結果確認

決済が完了すと、完了画⾯が表⽰されます。



申⽴⼈ 合意書作成⼿数料⽀払

合意が成⽴した場合、合意書作成⼿数料の⽀払いを⾏います。

ステータスが「合意書作成⼿数料⽀払」状態であることを
確認し、合意書作成⼿数料⽀払をタップします。

②.合意書作成⼿数料の⽀払①.ポータル画⾯の表⽰ ③.クレジットカード決済

クレジットカード決済ページへ遷移します。クレジット
カード情報を⼊⼒し、「⽀払う」をタップします

合意書作成⼿数料の⽀払⽅法を選択し、「お⽀払いを
確定する」をタップします

④.合意書作成⼿数料⽀払完了の結果確認

決済が完了すと、完了画⾯が表⽰されます。



相⼿⽅ 和解合意書の確認

締結した和解合意書を確認することができます。

ステータスが「離婚合意書確認」状態であることを確認し、
和解合意書確認をタップします。

②.和解合意書のダウンロード①.ポータル画⾯の表⽰

和解合意書をダウンロードをタップします。

③.和解合意書の確認

和解合意書をダウンロードをすると、和解合意書確認が
完了状態となります。



オンライン調停サービス wakai for 離婚

重要事項説明



本動画は、弊社が運営するオンライン調停プラットフォームサービス「Wakai」（以下「本サービス」といいます。）をご利
⽤いただくにあたり、オンライン調停⼿続き（以下「本⼿続」といいます。）の重要な内容を説明させていただくものです。

本サービスをご利⽤いただくにあたり、本動画の内容を⼗分にご理解いただき⾏っていただきますようお願いいたします。

なお、本動画は、弊社が定めたオンライン調停プラットフォームサービス「Wakai」⼿続運⽤規則（以下「本規則」といい
ます。）のうち、特に重要な内容についてご説明申し上げるものですので、その他の項⽬については必ず本規則をご⼀読
くださるようお願い申し上げます。

運営︓株式会社DDR／〔問い合わせ︓support@ddrwakai.co.jp〕

オンライン調停アプリ「wakai」ご利⽤前の重要説明

mailto:support@ddrwakai.co.jp


本⼿続では、当事者間の離婚に関連した紛争について、中⽴・公平な⽴場から紛争を解決する進⾏役を「オンライン・
メディエーター」といいます。

「オンライン・メディエーター」は、⽇本弁護⼠連合会に登録された弁護⼠であって、離婚に関連する紛争を解決するため
の専⾨的知識及び能⼒を有する者の中から、弊社の運営委員会がこの紛争を解決するために相応しいと認められる者
を選任させていただきます。

なお、弊社の運営委員会は、弊社役員2名と弁護⼠1名の計3名で構成されています。

選任⽅法︓当社に登録された⼿続実施者名簿の中から、運営委員会が選任
資格︓⼿続実施者は⽇本弁護⼠連合会に弁護⼠登録した者

運営委員会の構成︓当社役員2名と弁護⼠1名の計3名

オンライン・メディエーター（調停委員）について



本サービスを利⽤するにあたってお⽀払いいただく⼿数料(税込)は、次のとおりです。

申⽴⼿数料︓33,000円（税込）（負担︓申⽴⼈）
・発⽣︓申⽴てに対する相⼿⽅の承諾時

オンライン調停⼿数料︓（負担︓当事者）
第❶回オンライン調停 : 66,000円（税込）
第❷回オンライン調停 : 66,000円（税込）
第❸回オンライン調停 : 66,000円（税込）

・発⽣︓各オンライン調停終了時

合意成⽴⼿数料︓99,000円（負担︓当事者）
・発⽣︓和解成⽴時

紛争当事者が⽀払う費⽤



申⽴から合意までの道筋を以下8つのステップで解決します。

1. 申⽴て（本⼈登録、申⽴書提出、相⼿⽅へ通知）
2. 相⼿⽅の応諾（不応諾の場合は終了）
3. 双⽅による事情説明・争点整理（必要資料の提出）
4. ⼿続実施者選任（オンライン・メディエーター）
5. オンライン調停の⽇程調整
6. オンライン調停実施 (原則３回)
7. 合意成⽴→合意書作成（電⼦署名）/ 不成⽴
8. 決済・⼿続終了

本⼿続の標準フロー（開始〜終了）



• 弊社は、当事者の主張および当事者より提出を受けた資料に関する情報その他の情報を、弊社が管理するサー
バーにおいて管理します。

• 弊社は、この管理について、合理的なレベルのセキュリティー確保（弊社情報セキュリティ責任者がパスワードを設定・
管理し、本⼿続資料の閲覧が必要な者は、同責任者に許可をとる）を実施し、 本⼿続のオンライン・メディエー
ター及び管理費上必要な役職員のみがアクセスできる⽅法で管理します。

• 弊社は、本⼿続資料を、その⼿続期間中及びその実施した本⼿続が終了した⽇から少なくとも10年間保管し、その
後は合理的な期間内に復元できない⽅法で廃棄させていただきます。

• 弊社は、オンライン・メディエーターとの間において、秘密保持契約を締結するなど、秘密が確実に保持される措置を
講じるようにしております。

• 当事者は、他⽅当事者から得た資料をみだりに第三者に開⽰してはなりません。

秘密情報の取扱い（陳述・資料・⼿続実施記録）



• 当事者は、 カスタマーサポートへ⼿続の終了を申出できます。

• 申出が相⼿⽅および⼿続実施者に到達した時点で効⼒が⽣じ、その後の期⽇等は実施しません。

• 既発⽣分の⼿数料・費⽤の精算、提出済み資料・記録の取扱い、再申⽴の可否・⼿順は、利⽤規約および⼿続
運⽤規則に従います。

• 進⾏中の合意案・⽇程は無効化され、再開時は新たな申⽴が必要となる場合があります。不明点はご相談ください。

当事者から本⼿続を終了させる場合



• ⼿続実施者（メディエーター）が、当事者の主張・資料・経過を踏まえ和解成⽴の⾒込みがないと合理的に判断し
た場合、本⼿続を速やかに終了し、その旨を当事者双⽅に通知します。

• 終了後は、未実施のオンライン調停等は⾏わず、費⽤・記録の取扱いは規約・運⽤規則に従います。

和解⾒込みがない場合の終了



• 合意が成⽴した場合、その内容を確定した和解合意書を電⼦署名で作成します。

• 合意書には、合意条項（⾦額・範囲・対象）、履⾏⽅法・期⽇、⽀払・分割・振込先、遅延時の取扱い（期限
の利益喪失・遅延⾦等）、相互の義務、将来の⾒直し⽅法、秘密保持や誹謗中傷防⽌など必要な付帯条項を
明確に記載します。

合意成⽴時の書⾯（和解合意書）



• 特定和解が成⽴して⼿続が終了した場合、当該⼿続に係る⼿続実施記録（期⽇経過、提出物の受領状況、合意
成⽴の事実等）は、運⽤規則で定める保存期間に従い、適切な安全管理措置（アクセス権限の最⼩化、暗号化、
監査ログ）を講じて保管します。

• 記録の閲覧・謄写・複写に関する⼿続の有無および申請⽅法・可否判断の基準は、規則の定めに従います。

• 開⽰の可否を判断する際は、個⼈情報や第三者の秘密の保護、⼿続の公正・安定への影響を優先し、必要最⼩限の
範囲で対応します。

特定和解 : 認証ADR機関(株式会社DDR)で成⽴し、⼿続記録が公的ルールに沿って正式に記録・保存される和解

特定和解成⽴時の⼿続実施記録


